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Ⅰ 行政改革大綱策定の背景                       

１ 更なる行政改革の必要性 

  少子高齢化による人口減少の進行や、社会経済情勢の変化に伴う行政需要

の拡大及び行政に対する町民ニーズの高度化・多様化等、行政を取り巻く環

境は常に変化しています。 

  今後も地方分権の進展が見込まれる中、町民に最も身近な基礎自治体であ

る本町の役割はより一層大きく、地方は自らの判断と責任により、地域の特

色を生かした自主的・自立的な行財政運営を行うことが、今まで以上に必要

となっています。 

  このような状況から、限りある財源の下で町民ニーズを的確に捉え、町民

の視点に立った公共サービスを提供し、町民の満足度を高めていくためには、

簡素で、より効率的・効果的な行財政運営が求められます。 

  また、地域の実情を踏まえた様々な活動が継続的に展開され、目指す将来

都市像の実現に向けたまちづくりが着実に促進されるためには、町政運営や

地域を支える行財政基盤が持続可能な状態にあることが不可欠であります。 

  本町では、これまでも行政改革を推進し、事務事業の見直し、民間委託の

推進等の取組により、一定の成果を挙げてきました。 

  しかし、公共施設の効率的な管理、増大する社会保障関係費、社会情勢の

変化に伴う新たな行政課題等に的確に対応するためには、限られた行政資源

を有効に活用し、従来にも増して効率的・効果的な行財政運営を推進してい

かなければなりません。 

  また、行政改革は、単に無駄を省いたり、予算や職員等を削減することと

捉えられがちですが、それは手段であって行政改革の本来の目的ではなく、

削減すべきところは削減し、強化すべきところは強化し、本町にとってよい

ものは積極的に取り入れながら、住民福祉の増進に寄与し、将来に負担を残

さない、効率的・効果的な質の高い行財政運営の仕組みと環境を整えていく

ことにあります。 

  このようなことから、投入する「人・もの・金」の最適化を図る「量の改

革」はもとより、町民が求める質的向上を実感できるような「質の改革」へ

の転換を意識した、更なる行政改革に取り組みます。 
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２ 本町を取り巻く状況と行政改革 

○ 新型コロナウイルス感染症拡大による社会の変化 

新型コロナウイルス感染症が世界的に拡大してから３年が経過しました。

当初は国内外を問わず経済社会活動の抑制により対応せざるを得ず、経済

は大きな影響を受けましたが、令和２年末以降のワクチン接種の進展を受

け、経済社会活動の正常化に向けた取り組みが進みました。 

国内においては令和３年以降ウィズコロナの考え方の下、感染症による

危機を乗り越えつつあったところで、欧米を中心に景気が世界的に同時に

持ち直したことによる需要のひっ迫に加え、令和４年２月に始まったロシ

アのウクライナ侵略が原材料価格の高騰に拍車をかけ、世界的な物価上昇

への対応が世界的な課題となっています。 

○ 人口減少・少子高齢化社会の進展 

   現在、わが国では、少子高齢化による人口減少が進行しており、国立社

会保障・人口問題研究所によれば、今後も１５歳未満の年少人口の割合が

減少し、一方で、６５歳以上の老年人口の割合が増加する少子高齢化が進

んでいくと推測しています。 

   国勢調査による本町の年齢３区分人口をみると、年少人口は、平成２年

以降減少傾向にあり、老年人口は年々増加している状況となっており、全

国的な傾向と同様に少子高齢化が進行している状況にあります。さらに、

本町の出生、死亡の人口の動きを示す自然動態は、平成２５年度以降、出

生児数が死亡者数を下回っている状況が続いています。 

このような社会構造の変化は、社会保障費の増大など、本町の行政運営

にも影響を及ぼすことが懸念されます。 

○ 町の公の施設の維持管理・更新と新たな公の施設の整備 

   本町が有する公の施設の多くは、昭和５０年代から昭和６０年代にかけ

て建設されており、今後、大規模な改修や修繕の増加が見込まれるため、

計画的・効率的な更新を行う必要があるほか、シーガーデンシティ構想の

推進による施設整備に係る費用の増加が見込まれるなど、厳しい財政状況

の中、費用の縮減、平準化に取り組む必要があります。 
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○ デジタル化の推進 

   デジタル技術の急速な進歩に加え新型コロナウイルスの感染拡大により、

社会全体の在り方が大きく変わりつつあります。 

   このような状況において、自治体が重点的に取り組むべき内容を示した

「自治体ＤＸ推進計画」が令和２年に総務省により策定されるとともに、  

令和３年には、これまでの「高度情報通信ネットワーク社会形成基本法（Ｉ

Ｔ基本法）」に代わり、デジタル化推進のための基本理念及び基本方針が示

された「デジタル社会形成基本法」が施行され、行政サービスへの先進技

術の活用が期待されています。 

○ 働き方改革の推進 

全国的に、少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少よる労働力不足や、育

児、介護と仕事との両立等の働き方の多様化に向けた対応が、大きな課題

となっていることから、国をはじめとした各自治体において、働き方改革

の推進に取り組んでいます。  

  

   本町では、こうした状況下において、今後とも、自らの判断と責任によ

り執行する事務の範囲が拡大し、地域の実情を踏まえた自主的で自立した

行財政運営を行っていく必要性がより高まっていることから、継続して行

政改革への取組を進める必要があります。 

 

３ 国の動き・町の動き 

年月日 国の動き・町の動き 

昭和 60 年 9 月 町 吉田町行政改革大綱(第 1 次)策定 

平成 7 年 11 月 町 吉田町行政改革大綱(第 2 次)策定 

平成 12年 4 月 1 日 国 

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成

11 年法律第 87 号)(地方分権一括法)施行 

※ 機関委任事務の廃止 ほか 

平成 13年 6 月 20日 国 地方分権推進委員会最終報告 －分権型社会の創造:その道筋－ 

平成 14年 6 月 25日 国 

経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2002(「骨太の方針 2002」

閣議決定) 

※ 「国庫補助負担金、交付税、税源移譲を含む税源配分の在り方を三位一体で検

討」 

平成 16年 4 月 1 日 町 企画課内に行財構造改革推進室を設置 

平成 16年 4 月 22日 町 吉田町行財政構造改革推進本部を設置 
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平成 16年 11月 22日 町 行財政構造改革推進方針(第 1 次)策定 

平成 17年 3 月 29日 国 
「地方公共団体における行政改革の推進のための新たな指針の策定

について」(「新地方行革指針」) 

平成 17年 4 月 1 日 国 

市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律第59号)(新合併

特例法)施行 

※ 5 年間の時限立法 

平成 17年 11月 28日 町 吉田町行政改革大綱(第 3 次)策定 

平成 18年 3 月 31日 町 吉田町集中改革プラン策定 

平成 18年 4 月 1 日 町 第 4 次吉田町総合計画(計画期間:平成 18 年度～平成 27 年度) 

平成 18年 8 月 31日 国 
「地方公共団体における行政改革の更なる推進のための新たな指針

の策定について」(「平成 18 年指針」) 

平成 22年 3 月 31日 国 市町村の合併の特例等に関する法律(新合併特例法)失効 

平成 22年 6 月 22日 国 地域主権戦略大綱(閣議決定) 

平成 23年 2 月 16日 町 
吉田町行政改革大綱(第 4 次)及び吉田町行政改革プラン策定(計画

期間:平成 23 年度～平成 27 年度) 

平成 23年 5 月 2 日 国 
地方自治法の一部を改正する法律(平成 23 年法律第 35 号)公布 

※ 地方分権改革推進計画に基づく義務付けの廃止 ほか 

平成 26年 11月 28日 国 まち・ひと・しごと創生法(平成 26年法律第 136 号)施行 

平成 26年 12月 27日 国 
「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」及び「まち・ひと・しご

と創生総合戦略」(閣議決定) 

平成 26年 12月 27日 国 
都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び市町村まち・ひと・

しごと創生総合戦略の策定について(通知) 

平成 27年 6 月 19日 町 

吉田町総合計画の策定に関する条例(平成 27 年吉田町条例第 24 号)

及び吉田町総合計画等審議会条例(平成 27 年吉田町条例第 25 号)公

布 

平成 27年 10月 27日 町 
吉田町人口ビジョン及び吉田町まち・ひと・しごと創生総合戦略策

定(計画期間:平成 27 年度～平成 31 年度) 

平成 28年 3 月 30日 町 吉田町行政改革大綱(第 5 次)策定 

平成 28 年 4 月 1日 町 第 5 次吉田町総合計画(計画期間:平成 28 年度～平成 35 年度) 

平成 31 年 4 月 1日 町 吉田町行政改革大綱(第 6 次)策定 

令和 2 年 2 月 25日 町 
第 2 期吉田町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定(計画期間:令和

2 年度～令和 6 年度) 

令和 2年 12月 25日 国 自治体デジタル・トランスフォーメーション推進計画策定 
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Ⅱ 吉田町行政改革大綱（第７次）の基本方針                

  行政運営は、限られた財源の中で最大限の効果を発揮していく必要があり

ます。 

吉田町行政改革大綱（第７次）では吉田町行政改革大綱(第６次)で掲げた

推進項目が永続的な課題であることから、この考え方を継承し新たな行政課

題に対応するために次の１０の推進項目を掲げることとします。 

 

 

【推進項目】 

１ 事務事業の合理化     

２ デジタル化政策の推進   

３ 町民参画型のまちづくり   

４ 多様な主体・形態の活用による戦略的な業務の推進 

５ 定員管理の適正化・給与の適正化   

６ 人材育成基本方針の推進   

７ 資産の効果的マネジメントの推進   

８ 健全財政への取組     

９ 時代の要請に即した柔軟な行政経営手法の検討   

10 地方公営企業の更なる経営健全化   

 

 

 【地方自治法第２条第１４項】 

地方公共団体は、その事務を処理するに当たっては、住民の福祉の増進に努めるととも

に、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。 

 

 

 

 

Ⅲ 推進期間                              

  吉田町行政改革大綱（第７次）の推進期間は、令和５年度（２０２３年度）

から令和８年度（２０２６年度）までの４年間とします。 

  ただし、社会経済情勢の急激な変化や新たな行政課題への対応が必要な場

合は、弾力的に見直すこととします。 

 

 



６ 

 

Ⅳ 推進項目の取組                           

１ 事務事業の合理化             

  地方自治体が実施する諸施策の成果に対する自己チェック機能が重視され

ていることから、行政の果たすべき役割、受益と負担の公平の確保、行政効

率等に配慮し、社会経済情勢の変化や多様化する町民ニーズ、新たな行政課

題に的確に対応した、事務事業の整理合理化を進めます。 

 ⑴ 総合計画を意識した業務の推進 

   変化し続ける社会経済情勢の中で、多様化する町民ニーズに応えるため、

施策の再構築を行い、基本構想に掲げたまちづくりの基本理念及び将来都

市像を具現化するための長期的な行政運営の指針となる総合計画を意識し

た業務の推進を図ります。 

 ⑵ 吉田町まちづくりステップアップ行政評価システムの活用 

   本町独自の吉田町まちづくりステップアップ行政評価システムは、総合

計画が総合性と網羅性を持ち合わせていることを踏まえ、実施計画の作成

に当たり、ＰＤＣＡサイクルの考え方を取り入れた事務事業評価を行い、

この評価結果を活用して次期実施計画を策定し、この実施計画を基礎資料

とし、次年度の当初予算編成を行うという、総合計画、行政評価及び予算

が連動した一連の取組です。 

   このシステムを活用し、事業の必要性や課題、費用対効果等を検証し、

的確な行政運営に取り組みます。 

 ⑶ 業務管理の適正化 

   町民ニーズや社会経済状況の変化に対応した行政サービスを提供するた

め、業務の執行時期や手順のほか、チェック体制やマニュアル等、既成概

念にとらわれない、効果的かつ適正な見直しを図ります。 

 

２ デジタル化政策の推進    

  情報セキュリティ確保のための体制を確立し適切に運用しながら、事務の

効率化と町民の利便性向上が両立できるよう、デジタル技術を有効に活用し

た業務改革の方法を検討します。 

 

⑴ デジタル技術を活用した業務改革 

   情報化社会の急速な進展に伴い、デジタル技術の果たす役割は、ますま

す大きくなっており、質の高い行政サービスを迅速に提供するためには、

デジタル技術の有効活用が必要不可欠です。 

   今後も、ＡＩ※１、ＲＰＡ※２等の技術の積極的な導入や、オンラインで行
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うことができる行政手続の拡充等による事務処理の効率化を進めることに

より、行政運営の効率化と行政サービスの質の向上を目指します。 

※１…Artificial Intelligence の略 / 人間の使う自然言語を理解したり、データ・情

報から学習・分析するソフトウェアのこと。 

※２…Robotic Process Automation の略 / 情報システムの操作を自動化するソフトウ

ェアのこと。 

 ⑵ 情報セキュリティの強化 

   マイナンバー制度の導入により、便利で利用者負担の少ない行政サービ

スの提供や事務処理の効率化による経費の削減といった効果が期待されて

います。 

一方、デジタル化の進展に伴い、セキュリティ事故発生の危険性も高ま

ることから、行政運営の基盤となる情報システムを安全に運用するために

は、情報漏えいや不適切なアクセスへの対策が不可欠です。 

こうした情報システムの運用において、情報の入手段階から活用後の保

管まで一貫した情報セキュリティの確立を図るとともに、職員全体のセキ

ュリティ意識の向上に努めます。 

 

３ 町民参画型のまちづくり   

  これからの地域における公共的サービスの提供には、行政だけではなく、

地域に存在する様々な主体が関わることによって、それぞれの主体が有する

活力を結集していくことが重要であり、今まで以上に、地域全体としての力

を向上していくことが必要です。 

⑴  情報発信の工夫と推進 

   多くの人々が本町発信の情報を利用できるように、情報のユニバーサル

デザインに配慮した工夫を凝らすとともに、積極的な情報発信の推進に努

めます。 

 ⑵ 町民の声の反映 

   本町における行政運営の基本的かつ重要な方針を定める計画等の決定に

当たっては、町民参画の機会を確保するとともに、町民参画型の行政の推

進を図るため、効果的な意見抽出方法の導入※３など、町民等からより多く

の意見及び情報を求め、寄せられた意見等を考慮した意思決定に努めます。 

※３…住民意識調査、パブリックコメント手続、タウンミーティングなど 

 

 ⑶ 地域協働を担う団体の育成 

   まちづくりの推進に当たっては、行政と地域の協働が不可欠です。 
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   そこで、町民、地域、ＮＰＯ、その他民間組織など様々な主体が、公的

な役割を行政とともに担っていただく場合、町は、地域協働を担う団体の

性質に応じた支援を行い、その育成に努めます。 

 

４ 多様な主体・形態の活用による戦略的な業務の推進 

  行政運営の効率化の観点から、町の管理する施設及び業務において、現行

制度の運用の充実や民間企業の経営手法を取り入れることにより、効率的・

効果的な町民サービスの充実に努めます。 

 ⑴ 指定管理者制度の運用の充実 

   本町の公の施設において、指定管理者が管理する施設は、今後も、個人

情報保護を始めとする情報セキュリティの観点に留意しつつ、町民サービ

スの維持向上に努めます。 

⑵  直接管理する公の施設の運用の充実 

   本町が直接管理する公の施設は、民間企業の経営手法を積極的に取り入

れることなどにより、効率的・効果的なサービスの実施に努めるとともに、

必要に応じて、管理体制の見直しを図ります。 

 ⑶ 業務委託等の取組 

   行政運営の効率化、町民サービスの向上等を図るため、民間を活用する

ことが適当な事務事業については、行政責任を明確にしながら、町民サー

ビスの維持向上及び個人情報保護の観点に留意しつつ、優れた民間のノウ

ハウを積極的かつ計画的に活用します。 

⑷ 新たな公の施設の管理体制の検討 

   本町に新たに設置する公の施設においては、既存の指定管理制度のほか、

民間資金、ノウハウを活用したＰＰＰ※４、ＰＦＩ※５等の民間の経営手法を

検討することにより、施設に最適な管理体制を導入し、効率的・効果的な

公共サービスを推進します。 

※４…Public Private Partnership の略 / 行政と民間が協力して公共サービスを効率

的に運営する手法のこと。官民連携とも呼ばれている。PFI は PPP の代表的な手法

の一つ。   

※５…Private Finance Initiative の略 / 公共施設等の建設、維持管理、運営等に民

間の資金、経営能力及び技術的能力を活用することで、効率化やサービス向上を

図る公共事業の手法のこと。 

 

５ 定員管理の適正化・給与の適正化         

  簡素で効率の良い行政の実現、複雑化・高度化する行政需要への対応等を
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視野に入れ、計画的な職員の定員管理を図ります。また、社会経済情勢や行

政及び公務員を取り巻く環境の変化を踏まえ、給与制度を見直し、給与の適

正化に努めます。 

 ⑴ 定員管理の適正化 

   定員管理の推進に当たっては、より一層、地域の実情を踏まえた主体的

で計画的な取組が求められるとともに、定員管理の透明性を確保し、町民

の理解を高めるために、情報の開示、提供が更に重要になっています。 

   今後の定員管理は、これまでのような一律的な数値目標では変化し続け

る行政需要に適切に対応していくことが困難であると予想されることから、

適正な職員数、適正な配置の下で、期待される行政サービスを確実に提供

できるよう弾力的な対応を図ります。 

   また、公務員制度改革の職員任用制度の在り方についても見直しが行わ

れており、働き方改革、行政ニーズの多様化・高度化等も踏まえながら柔

軟な制度の運用を図り、的確な行政サービスの推進に努めます。 

 ⑵ 給与の適正化 

   社会経済情勢を要因とする財政事情、行政及び公務員をめぐる環境の変

化、また、公務員制度改革の動向等を踏まえ、給与の適正化、必要な見直

しを行うとともに、人材の確保及び育成につながる給与制度を検討します。 

   給与制度については、国の人事院勧告を踏まえ、国、県、他の市町村等

との均衡に配慮しながら、引き続き適正化に努めます。 

 

６ 人材育成基本方針の推進              

  分権型社会の担い手にふさわしい人材を育成することが重要な課題である

ことから、本町では、「吉田町行政改革大綱（第３次）」に基づき「吉田町人

材育成基本方針」（平成２０年１０月）を策定しました。本方針に掲げられて

いる目指すべき職員像「地方分権の受け皿となり、自律して行動できる職員」

の実現のため、引き続き人材育成に努めます。 

 ⑴ 人を育てる職場環境の形成 

   人は、その置かれた環境に大きく影響を受けます。人材育成基本方針の

理念を実効あるものとするためには、職場における様々な場所を人材育成

のために活用していくことが必要であり、そのためにも職場は学習するこ

とのできる風土が形成されていなければなりません。 

   職員同士の信頼関係を築くためにも「職場は仕事をする場であると同時

に学びの場でもある」という意識を職員が共有し、政策決定等の際には、

活発な議論を行い、より良い結論が導き出せるように明るく活気に満ちた
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職場づくりを促進します。 

 ⑵ 人を育てる人事管理の実現 

   人事管理とは、職員の採用から退職までの雇用関係全般を指すものです

が、本来、職員一人一人の意欲と能力を最大限に引き出し、それを組織と

して効果的に活かすことを目的としています。そのためには、職員一人一

人の能力や実績を公正かつ適正に評価し、更なる能力開発へとつなげてい

けるよう、人材育成の観点に十分配慮した人事管理が必要です。 

   今後、この視点に立って、吉田町職員が目指すべき職員像の実現に向け、

職員自身が仕事を通じて成長が図られるよう、人事評価制度を活用した人

事管理を推進します。 

 ⑶ 人を育てる仕事の進め方の推進 

   職員の能力開発は、仕事を通じて促進されることが期待されます。それ

をより効果的に達成するためには、職場内研修に限らず、仕事を進める過

程自体を人材育成の機会として捉え、積極的に工夫し、活用していくとい

う取組を組織全体で行うことが重要です。 

   このため、次の視点に配慮して、人材育成に効果的な仕事の進め方を推

進します。 

  ① 職務の責任分担の明確化 

  ② 各職員が主体的、意欲的に仕事を進めていくことができる仕組みづく 

   り 

  ③ 職場会議、報告会等の活性化による情報の共有化と能力開発 

  ④ 町政全体の中での仕事の位置付けと目標の自覚による意欲の高揚 

  ⑤ 新しいことが学び取れるような事務分担の見直し 

 ⑷ 人を育てる職員研修への取組 

   本町の職員研修は、職員自身が自発的に取り組む自己啓発、職場におい

て上司及び先輩等が仕事を通じて行う職場内研修（OJT）、町独自に企画

して行う自主研修、日常の職場を離れた所で実施する職場外研修（OffJT）

の４つを体系化しています。 

   これら４つの研修それぞれの特性を踏まえ、時代に適した研修を用意す

ることに加え、研修成果が効果的に活かされる仕組みを検討し、総合的に

能力開発を推進します。そして、多様化する行政ニーズに対して柔軟に対

応できるよう、①職階別に求められる基礎的な能力の向上、②高度な専門

知識を有する職員の育成、③管理職研修の充実と強化の３つを研修の重点

目標に掲げ、取り組んでいきます。 
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⑸ ワークライフバランス※６の実現に向けた取組の推進 

   職員が明るく元気に働ける職場づくりや、育児・介護など多様な事情を

抱えた職員一人一人が仕事と家庭生活を両立しながら能力を発揮できる職

場環境の整備等、ワークライフバランスの実現に向けた取組を推進します。 

※６…ワーク（仕事）とライフ（生活）を調和させ、性別・年齢を問わず、誰もが働き

やすい仕組みをつくること。 

 

７ 資産の効果的マネジメントの推進         

  今後、少子高齢化、人口減少が進行する一方で、公共施設等の維持管理に

係る経費の更なる増加が見込まれるため、施設のライフサイクルコストにも

着目し、公共施設等の「長寿命化」「効果的な利活用」及び「維持管理の効率

化」などを図る公共施設等マネジメントの推進や町が保有する資産の有効活

用を図り、将来を見据え、時代に即した町民サービスの提供に努めるととも

に、町の保有する資産や債権債務の実質的な把握を行い、次世代に継承でき

る町有資産の最適化を図ります。 

⑴  公共施設等マネジメントの推進 

   全庁的な推進体制の下、平成２８年度に策定した吉田町公共施設等総合

管理計画に基づき、中長期的な視点に立った、公共施設等の最適配置、老

朽化対策及び管理運営費の縮減に取り組み、施設全体の最適化を推進しま

す。 

 ⑵ 町有資産の有効活用 

   町が保有する未利用地の売却、貸付、遊休スペースの有効活用などによ

り、町有資産の有効活用を推進します。 

⑶  公会計改革を通じた経営の強化 

   財政運営や公共施設等マネジメントに活用できる地方公会計の導入に伴

い、総務省の統一的な基準に基づく財務書類を作成・公表し、予算等への

有効活用を図ります。 

 

８ 健全財政への取組                

  地方公共団体の財政の健全化に資することを目的とした「地方公共団体の

財政の健全化に関する法律」の下、今後も将来の財政需要を見据えつつ、自

主的・自立的な財政運営に向けて取り組んでいきます。 

 ⑴ 財政規律の確保 

   本町の将来世代負担を軽減するという責任ある姿を実現させるため、引

き続き、新たな起債の借入が償還金の元金を超えないように努めるととも
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に、適債事業を見極め、財政負担を平準化させる計画的な財政運営に努め

ます。 

   また、最少の経費で最大の効果を上げるため、ＰＤＣＡサイクルに基づ

いた歳出経費の見直しを行います。 

 ⑵ 歳入の確保と負担の公平性の維持 

   安定した財政運営を行っていくためには、町税収入等の安定的確保が必

要となります。そのため、町税収入等の収納率の向上及び新たな発想によ

る自主財源の確保、負担の公平性の維持に努めます。 

 ⑶ 給付費の抑制 

   健康づくり事業や介護予防事業などを積極的に推進し、町民の福祉の増

進を図るとともに、国民健康保険や介護保険の給付費の抑制に努めます。 

 ⑷ 補助金等の検証 

   様々な団体等に対する補助金等については、行政として対応すべき必要

性、費用対効果、経費負担の在り方等について検証し、整理合理化を推進

します。 

   また、終期の設定やＰＤＣＡサイクルに基づいた不断の見直しを継続し

て行います。 

 ⑸ 財政情報の分かりやすい公表 

   町民等に対し、財政状況が総合的に把握できるような情報を可能な限り

分かりやすい方法で提供することが必要であり、歳入歳出の状況や各種財

政指標等の財務資料の積極的な公表を行います。 

 ⑹ 出資金・出捐金の適正な管理 

   本町が出資、出捐している団体における出資金、出捐金を適正に管理し

ます。 

 

９ 時代の要請に即した柔軟な行政経営手法の検討   

  時代の要請に対し迅速に対応するため、柔軟に行政経営手法の検討を行う

よう努めます。 

 

10 地方公営企業の更なる経営健全化         

  公営企業を取り巻く経営環境が厳しさを増している中で、必要なサービス

の提供を将来にわたり安定的に継続するため、自らの判断と責任に基づき、

公営企業の経営健全化に不断に取り組みます。 
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Ⅴ 行政改革の推進                           

  「吉田町行政改革大綱（第７次）」は、本町における行政改革の基本的な考

え方及び方向性であり、また、町の行政改革に取り組む姿勢を町民に示すも

のでもあります。 

  今後、本町では、本大綱に盛り込まれた諸課題のみにとどまらず、時代の

動向等を踏まえた行財政運営全般について、絶えず新たな視点に立って見直

しを進めます。 

 

 

 


